
改正後（新）
秋田県ＩＣＴ活用モデル工事実施要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、秋田県が発注するＩＣＴ活用モデル工事に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条 ＩＣＴ活用モデル工事は、次の①から⑤までに掲げる段階でＩＣＴ施工技術を活用する建設工事

をいう。工種毎の該当段階及び具体的内容は、それぞれ実施要領によるものとする。
① ３次元起工測量
② ３次元設計データの作成
③ ＩＣＴ建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等による施工管理
⑤ ３次元データの納品

（ＩＣＴ活用モデル工事の実施）
第３条 ＩＣＴ活用モデル工事は、次に掲げるいずれかの方式により実施するものとする。ただし、工種

毎の該当方式は、それぞれ実施要領によるものとする。
⑴ 発注者指定型

発注者指定型とは、ＩＣＴ活用モデル工事の実施を設計図書において義務づける方式であり、秋
田県建設工事入札制度実施要綱（昭和６２年４月２２日付け監―１３４）に定める入札審査会等の審
議を経て発注者が指定する建設工事とする。
⑵ 受注者希望型

受注者希望型とは、ＩＣＴ活用モデル工事の実施を受注者が選択できる方式であり、受注者から
の施工計画書の提出前に、発注者に対してＩＣＴ活用の実施について協議があった工事のうち、発注
者が認めて指示した建設工事とする。

（ＩＣＴ活用モデル工事の対象工種）
第４条 ＩＣＴ活用モデル工事の対象となる工種は、次に掲げるものとする。工種毎の具体的内容は、そ

れぞれ実施要領によるものとする。
⑴ 土工
⑵ 舗装工
⑶ 河川浚渫
⑷ 地盤改良工
⑸ 法面工
⑹ 付帯構造物設置工
⑺ 作業土工（床掘）

改正前（旧）
秋田県ＩＣＴ活用モデル工事実施要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、秋田県が発注するＩＣＴ活用モデル工事に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿この要綱において、
次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ ＩＣＴ活用モデル工事 次号から第６号までに掲げる全ての作業を行う建設工事をいう
⑵＿ ３次元起工測量 次に掲げる起工測量をいう。
① 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
② レーザースキャナーを用いた起工測量
③ ①又は②に掲げるもののほか、３次元計測技術を用いた起工測量

⑶＿ ３次元設計データの作成 ３次元起工測量により得られたデータを用いて、第５号の①から③ま
での出来形管理を行うための３次元設計データを作成することをいう。

⑷＿ ＩＣＴ建設機械による施工 ３次元設計データを用いて、次に掲げる ICT 建設機械により施工す
ることをいう。
① ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）
② ３次元マシンコントロール（バックホウ）
③ ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）
④ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）
⑤ ３次元マシンコントロール（モータグレーダ）

⑸＿ ３次元出来形管理等による施工管理 工事完成物に対して行う、次に掲げる施工管理をいう。
① 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
② レーザースキャナーを用いた出来形管理
③ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
④ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数の管理

⑹＿ ３次元データの納品 第２号から前号までに掲げる作業により得られた３次元データをディー・
ブイ・ディーその他の電子媒体に複写したものを工事完成書類として納品することをいう。

（ＩＣＴ活用モデル工事の実施）
第３条 ＩＣＴ活用モデル工事は、次に掲げるいずれかの方式により実施するものとする。＿＿＿＿＿＿
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⑴ 発注者指定型

発注者指定型とは、ＩＣＴ活用モデル工事の実施を設計図書において義務づける方式であり、秋
田県建設工事入札制度実施要綱（昭和６２年４月２２日付け監―１３４）に定める入札審査会等の審
議を経て発注者が指定する建設工事とする。

⑵ 受注者希望型
受注者希望型とは、ＩＣＴ活用モデル工事の実施を受注者が選択できる方式であり、受注者から

の施工計画書の提出前に、発注者に対してＩＣＴ活用の実施について協議があった工事のうち、発注
者が認めて指示した建設工事とする。

（ＩＣＴ活用モデル工事の対象工種）
第４条 ＩＣＴ活用モデル工事の対象となる工種は、次に掲げるものとする。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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⑴ 土工においては、次の要件を満たすものとする。

①次に掲げる設計書の工事工種体系に該当する建設工事であること。
イ）河川土工又は海岸土工の掘削工、盛土工又は法面整形工
ロ）道路土工の掘削工、路体盛土工、路床盛土工又は法面整形工
②発注者指定型により実施する場合は、土工量（総移動土量）が１，０００立米以上となる建設
工事であることとし、受注者希望型の場合は、規模は問わないものとする。

⑵ 舗装工においては、次の要件を満たすものとする。
①次に掲げる設計書の工事工種体系に該当する建設工事であること。
イ）舗装工又は付帯道路工のアスファルト舗装工、半たわみ舗装工、排水性舗装工、透水性舗
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（関係基準類）
第５条 発注者及び受注者は、ＩＣＴ活用モデル工事を実施するに当たっては、次に掲げる基準類を準用

又は参考とすること。
⑴ 国土交通省その他の機関が定めた基準類
⑵ 発注者が指定する基準類

（工事成績評定）
第６条 発注者は、ＩＣＴ活用モデル工事を完成させた受注者に係る工事成績評定（工事特性）に次表の

とおりの加点を行うものとする。

（実施証明書）
第７条 発注者は、次表により、秋田県ＩＣＴ活用デル工事を実施し、その完成検査に合格した受注者に

対して、秋田県モデル工事実施証明書発行要領に定める実施証明書を発行するものとする。

（実施報告）
第８条 ＩＣＴ活用モデル工事の実施が決定した際には、発注者はその都度、技術管理課へ報告するもの

とする。

（入札公告等）
第９条 ＩＣＴ活用モデル工事の入札公告等においては、次に掲げることを実施するものとする。
⑴発注者指定型の場合は、発注概要書にその旨を記載するものとする。
⑵特記仕様書及び現場説明書に必要事項を記載するものとする。

（施工前協議及び施工計画書等）

工種 加点数
ICT土工 4
IC T舗装工 4
IC T河川浚渫 4
IC T地盤改良工 4
IC T法面工 2
IC T付帯構造物設置工 －
ICT作業土工（床掘） －
※ICT活用モデル工事の主工種（１工種）について加点を行う。
※主任監督員の評価において、考察項目「４．工事特性」細別「Ⅰ．
施工条件等への対応」対応事項「Ⅴ．その他」で加点することとし、
対応事項Ⅰ～Ⅳにおいて重複評価しないものとする。

工 種 発 行 の 有 ・ 無 （ － ）
IC T土 工 有
IC T舗 装 工 有
IC T河 川 浚 渫 有
IC T地 盤 改 良 工 有
IC T法 面 工 有
IC T付 帯 構 造 物 設 置 工 －
IC T作 業 土 工 （ 床 掘 ） －

改正前（旧）
装工、又はグースアスファルト舗装工とし、不陸整正及び路盤工は含むものとする

②発注者指定型により実施する場合は、舗装面積が３，０００平米以上となる建設工事であるこ
ととし、受注者希望型の場合は、規模は問わないものとする。
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（関係基準類）
第５条 発注者及び受注者は、ＩＣＴ活用モデル工事を実施するに当たっては、次に掲げる基準類を準用

又は参考とすること。
⑴ 国土交通省その他の機関が定めた基準類
⑵ 発注者が指定する基準類

（工事成績評定）
第６条 発注者は、ＩＣＴ活用モデル工事を完成させた受注者に係る工事成績評定（創意工夫＿＿＿＿）

に＿＿＿＿＿＿＿４点の加点を行うものとする。

（実施証明書）
第７条 発注者は、＿＿＿＿＿＿秋田県ＩＣＴ活用デル工事を実施し、その完成検査に合格した受注者に

対して、秋田県モデル工事実施証明書発行要領に定める実施証明書を発行するものとする。
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第 10 条 ＩＣＴ活用モデル工事の施工前協議及び施工計画書等においては、次に掲げることを実施する

ものとする。
⑴モデル工事においてＩＣＴを活用する場合は、別紙１を参考とした ICT 活用計画書と工事打合簿を作
成し、受発注者間で協議を行うこととする。
⑵当面の間、監督及び検査等に係る必要機器（３次元データ等の閲覧が可能なパソコン等）は受注者
が用意することとする。

（効果検証、現場見学会）
第 11 条 ＩＣＴ活用モデル工事の効果検証、現場見学会を実施する場合は、次に掲げることによるもの

とする。
⑴受注者にＩＣＴ技術活用の効果検証等を求める場合は、受注者と事前協議を行うものとする。
⑵現場見学会等を開催する場合は、受注者と事前協議を行うものとする。
⑶⑴⑵を実施する場合、必要経費を別途計上する。

（工事名標示板）
第 12 条 ＩＣＴ活用モデル工事における工事名標示板の標示例は次に掲げることによるものとする。
⑴発注者は、受注者に別紙２を参考とした工事名標示板を現場に設置させるものとする。

（アンケート）
第 13 条 ＩＣＴ活用モデル工事におけるアンケートに実施は次に掲げることによるものとする。
⑴発注者は受注者に、別紙３のアンケートを記入させ、技術管理課に提出させるものとする。

（その他）
第 14 条 この要綱に定めるもののほか、ＩＣＴ活用モデル工事に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、平成２９年５月３０日から施行する。

附 則（平成３０年６月１日技管－２０７）
１ この要綱は、平成３０年６月１８日から施行する。

附 則（令和元年６月７日技管－１６６）
１ この要綱は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和２年９月８日技管－２９５）
１ この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。
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（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、ＩＣＴ活用モデル工事に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、平成２９年５月３０日から施行する。

附 則（平成３０年６月１日技管－２０７）
１ この要綱は、平成３０年６月１８日から施行する。

附 則（令和元年６月７日技管－１６６）
１ この要綱は、令和元年７月１日から施行する。
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